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【手続補正書】
【提出日】令和3年4月1日(2021.4.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
繊維の表面がグラフェンで被覆されてなる繊維であって、前記グラフェンの平均サイズに
対するグラフェン被覆繊維の周長の比Ａが３０以上１０００以下であるグラフェン被覆繊
維。
【請求項２】
前記繊維が化学繊維である、請求項１に記載のグラフェン被覆繊維。
【請求項３】
前記グラフェンの平均サイズが０．１０μｍ以上３．００μｍ未満である、請求項１また
は２に記載のグラフェン被覆繊維。
【請求項４】
周長が３０μｍ以上３００μｍ以下である、請求項１～３のいずれかに記載のグラフェン
被覆繊維。
【請求項５】
Ｘ線光電子分光法により測定される炭素に対する窒素の元素比（Ｎ／Ｃ比）が０．００１
以上０．５００以下である、請求項１～４のいずれかに記載のグラフェン被覆繊維。
【請求項６】
前記グラフェンの、Ｘ線光電子分光法により測定される炭素に対する酸素の元素比（Ｏ／
Ｃ比）が０．０５以上０．４０以下である、請求項１～５のいずれかに記載のグラフェン
グラフェン被覆繊維。
【請求項７】
さらに、カチオン性高分子化合物を含む、請求項１～６のいずれかに記載のグラフェン被
覆繊維。
【請求項８】
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請求項１～７のいずれかに記載のグラフェン被覆繊維を含む導電性布帛。
【請求項９】
繊維の表面がグラフェンで被覆されてなるグラフェン被覆繊維の製造方法であって：
酸化グラフェンの平均サイズに対する前記繊維の周長の比Ａが３０以上１０００以下とな
るよう前記繊維を酸化グラフェンで被覆する被覆工程と；
その後に酸化グラフェンを還元する還元工程と；
を有するグラフェン被覆繊維の製造方法。
【請求項１０】
前記被覆工程において、繊維を酸化グラフェンで被覆する前に、繊維をカチオン化剤で処
理する、請求項９に記載のグラフェン被覆繊維の製造方法。
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